
インセンティブ（報奨金）制度は、協会けんぽの加入者および事業主の皆さまの健康づくり等にかかる取り

組み実績に応じて、インセンティブを付与し、健康保険料率が引き下げられる制度です。

「インセンティブ制度」
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皆 様に取り組んで

いただきたいこと！
（ ５ つ の 評 価 指 標 ）



令和4年度実績を反映した令和6年度の長崎支部の保険料率は？
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令和6年度のインセンティブの財源（0.01％）拠出後の⾧崎支部健康保険料率は10.18％です。
⾧崎支部の令和4年度実績は14位(47支部中)であり、0.01％のインセンティブが付与されています。
この結果を反映した令和6年度の⾧崎支部の保険料率は10.17％です。

インセンティブによる
保険料率の引き下げ
（ 部分）

②10.17％

①10.18％

①財源拠出後の保険料率
②財源拠出前の保険料率

インセンティブの財源0.01％

（ 部分）

イ ン セ ン テ ィ ブ 制度の チ ェ ッ ク ポ イ ン ト

②インセンティブの付与対象支部について
インセンティブ制度では、5つの評価指標に基づき支部ごとの実績を評価
し、その結果、上位15支部（※1）に対して得点数に応じたインセンティ
ブを付与することとしており、そのインセンティブによって健康保険料率の引
き下げを行います。
（※1）令和6年度保険料率より、インセンティブ付与対象支部を上位15支部へ縮小。

令和5年度保険料率まではインセンティブ付与対象支部は上位23支部。

①健康保険料率に反映される取り組み実績について
インセンティブ制度は、当年度の取り組み実績に基づき翌々年度の健康保険料率にインセンティブを付与
する制度です。

③インセンティブの財源負担
財源は、全支部から一律0.01％を従来の健康保険料率に上乗せして拠出します。

加入者皆さまの健康づくりへの
取り組みが保険料率上昇を
抑える大きな力になります
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インセンティブ 0.01％
10.18％ － 0.01％＝保険料率10.17％インセンティブ なし

→保険料率10.18％

令和６年度の取り組み結果は令和８年度の
健康保険料率に反映されます。
引き続きご協力をお願いいたします。

協会けんぽ長崎支部キャラクター
尾まがり猫家族


